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令和７年度東久留米市一般会計予算 

 

 令和７年度東久留米市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 50,760,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方

債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、6,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用）  

第５条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和７年２月２８日提出 

 

 

 

                                      東久留米市長  富田 竜馬 
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第２表  債務負担行為
（単位：千円）

第３表  地方債
（単位：千円）

地域センター指定管理委託
令和8年度から
令和12年度まで

1,140,174

中学校空調設備賃貸借 令和10年度まで

地区センター指定管理委託
令和8年度から
令和12年度まで

457,220

東久留米市立学童保育所運営業務委託（滝山第一・第二
学童保育所及び南町学童保育所）

市民プラザ指定管理委託
令和8年度から
令和12年度まで

525,181

小・中学校用務業務委託 令和8年度まで 73,485

令和8年度 33,039

150,618

令和8年度から
令和12年度まで

東久留米市立児童館指定管理委託（ひばり・けやき）

小・中学校空調設備賃貸借 令和14年度まで 1,201,929

10,926

スポーツセンター照明LED化事業

特別支援学級通学用自動車運行委託 令和8年度 51,480

令和8年度から
令和12年度まで

限　度　額事　　　項

8,537

東久留米市立図書館指定管理委託

放課後子供教室運営委託

948,820

期　　　間

令和8年度

令和8年度から
令和12年度まで

合　　　計 1,349,400

橋梁整備事業

小山小学校増改築事業

23,700

政府､東京都､そ
の他金融機関に
ついては､その融
資条件による。
ただし､市財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し､又
は､繰上償還もし
くは低利に借り
換えすることが
できる。

利率

5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

償還の方法

久留米中学校校舎棟トイレ改修事業 63,100

812,300

証書借入

又は

証券発行

東部地域センターエレベーター更新事業 19,600

南部地域センター冷温水発生機更新等事
業

起債の目的 限度額 起債の方法

120,000

道路整備事業 275,300

1,621,268

令和17年度まで

令和8年度から
令和9年度まで

下水道事業会計繰出金

スポーツセンター指定管理委託

令和8年度から
令和12年度まで

119,919

581,187

消防団消防ポンプ自動車購入

生涯学習センター冷温水・冷却水ポンプ交
換事業

6,600

東久留米市立さいわい福祉センター指定管理委託
令和8年度から
令和12年度まで

1,251,760

消防団消防ポンプ自動車更新事業 28,800

64,868
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